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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年６月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 釣り客死亡 

発生日時 不明（平成２５年９月１６日（月、祝日） ０６時１２分ごろ～０６

時２０分ごろの間） 

発生場所 不明（鹿児島県鹿児島市喜入前之浜
き い れ まえ の は ま

町沖～同市喜入
き い れ

生見
ぬ く み

町沖の間） 

事故調査の経過  平成２５年９月１７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。  

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

遊漁船 菊
きく

良
よし

丸、４.０２トン 

 ＫＧ３－４０２４７（漁船登録番号）、個人所有 

 ９.５０ｍ（Lr）×２.１５ｍ×０.９０ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、１４０ｋＷ、昭和５３年１１月 

 第２９５－４４８１６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６３歳 

 一級小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１８年９月８日 

  免許証交付日 平成２５年７月３０日 

         （平成３０年８月１７日まで有効） 

釣り客Ａ 男性 ５９歳 

釣り客Ｂ 男性 ７２歳 

 死傷者等 死亡 １人（釣り客Ａ） 

 損傷 なし 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、釣り客２人を乗せ、約１４ノット

の対地速力でＪＸ日鉱日石石油基地４号バース約１,０００ｍ沖を南

進中、釣り客Ａはトイレに行くと言って操舵室を出て行った。 

釣り客Ｂは、平成２５年９月１６日０６時１２分ごろ、喜入前之浜

町沖を航行中、トイレを済ませた釣り客Ａが、操舵室の右舷側の後方

で操舵室を背にしてクーラーボックスに座り、釣りの準備をしている

姿を見た。 

船長は、０６時２０分ごろ、目的地の喜入生見町沖に近づいたこと

を釣り客Ｂに伝え、釣り客Ｂは、室外の釣り客Ａを呼んだが、返事が

なく、操舵室を出て捜したところ、姿が見えないので、船長に知らせ

た。 
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船長は、釣り客Ａが落水したと考え、釣り客Ｂに携帯電話で１１８

番に連絡するように依頼し、本船を反転させ、捜索を開始した。 

船長は、海上保安部と通話中の釣り客Ｂと電話を代わり、本船の現

在位置を伝え、漁業協同組合にも捜索の応援を頼んだ。 

 釣り客Ａは、１０時００分ごろ、保安部へ通報した本船位置から北

へ約３.８km において、心肺停止状態で発見された。 

 釣り客Ａの死因は溺死と検案され、推定死亡時刻は０６時３０分ご

ろであった。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北北西、風力 ２、気温 約２４.１～２

４.５℃（０６時～０７時）、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ、潮汐 下げ潮の中央期 

 その他の事項 

 

 船長は、ふだんは一本釣り漁を行っており、土曜日、日曜日及び祝

日に遊漁船業を行っていた。 

 釣り客Ａは、カッターシャツ及びズボンを着用しており、救命胴衣

は着用していなかった。 

 船長は、釣り客Ａが過去に４回ほど本船を利用して鹿児島湾内で釣

りをしていたことを記録していた。 

 釣り客用の設備としては、操舵室の前に２人ほど横になることがで

きる部屋があるほかは、操舵室内の左舷側が通路を兼ねた立ち席にな

っており、操舵室後方の暴露甲板にはテント地の屋根が付いていた。 

また、ブルワーク（船体外周の板状の囲み）の高さは３０cm 程度で

あり、手すりはなかった。 

 操舵室の出入口の扉は、左舷側後ろにあり、航行中は開いていた

が、船長及び釣り客Ｂは、船首方を向いており、釣り客Ａが落水した

と思われる時刻ごろに釣り客Ａの声は聞いていなかった。  

 釣り客Ｂ及び釣り客Ａの家族によれば、釣り客Ａの健康状態に問題

はなかった。  

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

不明 

不明 

不明 

 釣り客Ａは、溺死した。 

本船は、０６時１２分ごろ喜入前之浜町沖を航行中、釣り客Ａが、

釣り客Ｂに目撃された後、０６時２０分ごろ喜入生見町沖において、

船内にいないことが分かり、その後、海上で発見されたことから、こ

の間において、落水したものと考えられるが、落水及び溺水に至った

状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、本船が喜入前之浜町沖から喜入生見町沖の間を航行中、

釣り客Ａが落水したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え



- 3 - 

られる。 

・ブルワークの低い遊漁船は、釣り客の落水事故を防止するため、

身体のバランスを崩したときにつかまることができるよう、差し

込み式の手すりやロープ柵等を設置することが望ましい。 

・落水防止のための手すり等のない遊漁船は、釣り客に対し、落水

する虞について、注意喚起するとともに、救命胴衣を着用させる

ように努めること。  

 


